
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第３号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２６年１月１１日（土） ２２時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県南さつま市坊
ぼう

ノ
の

岬
みさき

西南西方沖 

 坊ノ岬灯台から真方位２６４°３７０km付近 

 （概位 北緯３０°５０.６′ 東経１２６°２２.１′） 

事故等調査の経過  平成２６年１月１４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート 志
し

洋
よう

号、５トン未満 

 ２４０－３５１８０愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機の排気管及び船尾排出口とのゴム継手に亀裂 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、１人を同乗させ、坊ノ岬西南西方

沖を対地速力約２０ノットで航行中、平成２６年１月１１日２２時０

０分ごろ主機が停止した。 

 船長は、機関室を点検したところ、霧状の煙が充満していたので、

主機の始動を断念して海上保安庁に救助を要請し、本船は、来援した

巡視船により、鹿児島県いちき串木野
く し き の

市串木野港にえい
．．

航された。 

本船は、本インシデント後、機関整備業者が点検を行い、排気管と

船尾排出口とを連絡していたゴム継手（外径約２００mm、長さ約４０

０mm）の上面に生じた亀裂から機関室内に排気及び冷却水が噴出して

充満し、過給機空気吸入側フィルタ（以下「本件フィルタ」とい

う。）が排気中の煤
すす

及び霧状になった冷却水で目詰まりを生じ、主機

の燃焼用の空気量が不足したので、主機が停止したものと判明した。 

主機は、本インシデント後、本件フィルタを洗浄し、ゴム継手を交

換して復旧された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約２～４m/s、視界 良好 

海象：波高 約１～１.５ｍ 

 その他の事項  本船は、主機の排気管に冷却水出口管が枝管で付設されており、排

気と共に冷却水が、ゴム継手内を通り、船尾排出口から船外へ排出さ

れるようになっていた。 

船長及び同乗者は、船内に救命胴衣を積載していたが、着用してい

なかった。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、坊ノ岬西南西方沖を航行中、本件フィルタが目詰まりした

ことから、主機が停止して始動できなくなり、運航が阻害されたもの

と考えられる。 

主機は、本件フィルタが煤及び霧状になった冷却水で目詰まりした

ことから、燃焼に必要な空気量が不足し、停止したものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、坊ノ岬西南西方沖を航行中、本

件フィルタが目詰まりしたため、主機が停止して始動できなくなった

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ゴム継手は、経年使用により、材質が硬化し、亀裂を生じる虞が

あるので、定期的に点検を行い、適切に交換すること。 

 


